
               

 

 

 
 

報道各社御中 ← 環境省広報室 
 

 

 

佐賀県での家きんにおける鳥インフルエンザへの対応について 
（H２７.１.１８ ３：３０） 

 

 

 環境省においては、佐賀県西松浦郡有田町（ありたちょう）での家きん

における高病原性鳥インフルエンザの疑い事例に、以下のとおり対応しま

す。 

 

 

 

（１） 発生農場周辺半径 10km を野鳥監視重点区域に指定し、佐賀県及

び長崎県に野鳥の監視を強化するよう指示。 

 

（２） 野鳥緊急調査チームの派遣準備を開始。 
 

 

 

 

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を

提供しています。（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/） 
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